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その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

⽼後資⾦の充実を図りたい

国⺠年⾦（基礎年⾦）に上乗せして⽀給される農業者年⾦は、納めた保険料の税
制優遇措置や、認定農業者等への保険料助成などにより、現役時の負担を軽減しつ
つ、⽼後⽣活の安定を図ることができます。 【事業名︓農業者年⾦事業】

お問い合わせ先

対象となる⽅

⽀援内容

特徴

60歳未満（国⺠年⾦任意加⼊者に限り65歳まで加⼊可）の国⺠年⾦第１号被保険者であって年間60⽇以上農
業に従事している⽅が対象
（保険料の助成の対象は、⻘⾊申告を⾏う認定農業者や認定就農者及びこれらの者の配偶者、後継者など）

保険料は⽉額2万〜6万7千円（認定農業者等でない⽅は⽉額1万〜6万7千円）の間で千円単位で⾃由に決
められ、経営の状況や⽼後設計に応じていつでも⾒直すことができます。納められた保険料は、農業者年⾦基⾦が運⽤
し、65歳〜75歳までの間でご⾃⾝が選択したときから⽼齢年⾦として終⾝給付されます。
保険料助成を受ける場合、年齢等に応じて保険料⽉額2万円（保険料は2万円で固定。他の⾦額は選択できませ

ん）のうち4千円〜1万円が助成されます（保険料助成に係る年⾦を受け取る場合は、経営継承などの条件がありま
す）。

農業者年⾦は、納めた保険料が全額社会保険料控除の対象となるなどの税制優
遇措置がある公的な年⾦であり、農業に従事されている⽅が加⼊できます。
また、認定農業者や認定就農者等には保険料の助成措置があります。

○ 保険料の補助対象者と国庫補助額

区分 要 件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上

1 ⻘⾊申告を⾏う認定農業者 10,000円 6,000円

2 ⻘⾊申告を⾏う認定就農者 10,000円 6,000円

3 区分１または２の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶
者または後継者 10,000円 6,000円

4 認定農業者または⻘⾊申告者のいずれか⼀⽅を満たす者で、３年以内
に両⽅を満たすことを約束した者 6,000円 4,000円

5 35歳まで（25歳未満の場合は10年以内）に区分１の者となることを約
束した後継者 6,000円 －

・最寄りの農業委員会、農業協同組合
・農業者年⾦基⾦（ TEL︓03-3502-3199 https://www.nounen.go.jp/ ）
・農林⽔産省担当課︓経営局経営政策課年⾦業務班 （TEL︓03-6738-6163）
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その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

インボイス制度に対応するために活⽤可能な⽀援制度について
知りたい

令和5年10⽉から消費税のインボイス制度（適格請求書等保存⽅式）が始まります。

消費税とは

インボイス制度のポイント

• 商品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課される税です。
• 消費税は消費者が負担しますが、納税は事業者が⾏います。
• 事業者は、売上げに係る消費税額から、仕⼊れに係る消費税額を差し引いた額を納税します。
（差し引くことを「仕⼊税額控除」といいます。）

お問い合わせ先

• 国税庁インボイスコールセンター 専⽤ダイヤル 0120－205－553（無料）
【受付時間】 9:00〜17:00（⼟⽇祝除く。）
※インボイス制度に関する⼀般的なご質問に対応しています。
• 農林⽔産省の相談窓⼝
インボイス制度に関する専⽤ダイヤル 03-6744-7140
北海道農政事務所 企画調整室 011-330-8801 東北農政局 企画調整室 022-263-0564 
関東農政局 企画調整室 048-740-0465 北陸農政局 企画調整室 076-232-4206 
東海農政局 企画調整室 052-223-4610 近畿農政局 企画調整室 075-414-9037 
中国四国農政局 企画調整室 086-224-9400 九州農政局 企画調整室 096-300-6003
沖縄総合事務局 経営課 098-866-1628
【受付時間】 9:30 〜 17:00（⼟⽇祝除く。）

• 令和５年10⽉から、事業者が仕⼊税額控除を⾏うためには、原則として、仕⼊先からインボイス（適格請求書）
を発⾏してもらい、保存しておく必要があります。

• このインボイスは、税務署⻑の登録を受けたインボイス発⾏事業者（課税事業者）のみが発⾏できます。
（免税事業者はインボイスの発⾏ができません。）

詳しく知りたい⽅は
• 国税庁インボイス制度特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
• 財務省HP「インボイス制度、⽀援措置があるって本当︕︖」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
• 農林⽔産省HP「消費税のインボイス制度について」

https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/inboisu.html

納付する
消費税額 ＝

売上に係る
消費税額
(売上税額)

－
仕⼊れに係る
消費税額
(仕⼊税額)

インボイスに基づいて
仕⼊税額控除
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その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

インボイス制度対応も⾒据えて、会計事務の効率化など、デジタル化による⽣産性向上を⽀
援します。

【IT導⼊補助⾦（デジタル化基盤導⼊類型）】

お問い合わせ先

対象となる⽅

⽀援内容

資本⾦３億円以下または常時使⽤する従業員の数が300⼈以下となる法⼈等または個⼈
※ 農事組合法⼈、農業協同組合も対象となります。

IT導⼊補助⾦の詳細については以下をご覧ください。

【デジタル化基盤導⼊類型】
会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトの導⼊を⾏う際には、最⼤３/４補助率での⽀援を受けることができ、
PC・タブレット、レジ等の導⼊も対象となります。

デジタル化基盤導⼊類型

ツール ITツール
（会計、受発注、決済、ECソフト） PC・タブレット等 レジ等

補助額 〜50万円以下 50万円超
〜350万円 〜10万円 〜20万円

補助率 3/4以内 2/3以内※¹ 1/2以内

対象経費 ソフトウェア購⼊費、クラウド利⽤費（クラウド利⽤料最⼤２年分）、
ハードウェア購⼊費、導⼊関連費（ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)

※¹ 交付の額が50万円超の場合の補助率は、当該交付の額のうち50万円以下の⾦額については3/4、50万円超の⾦額については2/3。

https://www.it-hojo.jp/ 「ＩＴ導⼊補助⾦」 （事務局HP）

・サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業 コールセンター （TEL︓ 0570-666-424）
・農林⽔産省担当課︓経営局経営政策課 （TEL︓03-6744-2143）
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その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

退職⾦制度を整備するために活⽤可能な制度について知りたい

経営者の皆様向けの退職⾦制度があります。
【事業名︓⼩規模企業共済】

対象となる⽅

⽀援内容

常時雇⽤する従業員が20⼈以下の法⼈の役員⼜は個⼈事業主。

⼩規模企業の役員や個⼈事業主の⽅が、引退・廃業時に退職⾦・年⾦を受け取れるよう積み⽴てる制度です。
毎⽉役員給与の中から掛⾦（1,000円〜７万円の範囲で設定）を拠出し、拠出された掛⾦は中⼩機構において積⽴・
運⽤がなされます。（掛⾦は全額所得控除の対象となります）
役員や個⼈事業主の⽅が廃業や引退等の理由で経営から退いた場合、⼀時⾦（退職所得扱い）か年⾦の形で共済
⾦を受け取ることができます。（理由によって受取額が異なります）
詳しくはこちら↓
中⼩機構︓http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

従業員の⽅向けの退職⾦制度があります。
【事業名︓中⼩企業退職⾦共済制度】

お問い合わせ先

→ 個⼈経営で農業に従事される⽅（事業主及び雇⽤者）はこちらも活⽤いただけます。
◆農業者年⾦制度 72番 124ページへ

・農林⽔産省担当課︓経営局経営政策課 （TEL︓03-6744-2143）

対象となる⽅

⽀援内容

・ 常時雇⽤する従業員数が300⼈以下⼜は資本⾦・出資⾦の額が３億円以下の法⼈の従業員
・ 従業員数が300⼈以下の個⼈企業の従業員
※ 個⼈事業主、法⼈の役員、⼩規模企業共済制度に加⼊している⽅は加⼊できません。

事業主が従業員毎に毎⽉掛⾦を拠出、積み⽴てられた掛⾦を従業員は退職時に退職⾦として受け取ることができる（60
歳以上の退職の場合、分割払いも可能）制度です。

（拠出した掛⾦は経費として損⾦算⼊が可能です。勤労者退職⾦共済機構において積⽴・運⽤がなされます。）
単独では退職⾦制度をもつことが難しい中⼩企業でも、この制度を活⽤することで退職⾦を⼿当することが可能になります。
なお、新規加⼊時及び掛⾦を増額変更する場合、１年間国からの助成を受けることができます。（新規加⼊時は、掛⾦
の1/2（従業員毎に上限5,000円）、増額時は増額分の1/3を助成（ただし掛⾦が18,000円以下の場合のみ））
詳しくはこちら↓
独⽴⾏政法⼈勤労者退職⾦共済機構 中⼩企業退職⾦共済事業本部︓http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
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その他の⽀援

農⼭漁村の活性化と所得向上を図るため、地域における実施体制の整備、⾷や景観を
活⽤した観光コンテンツの磨き上げ、ワーケーション対応等の利便性向上、国内外へのプロ
モーション等を⽀援するとともに、古⺠家等を活⽤した滞在施設、体験施設の整備等を⼀
体的に⽀援します。

【事業名︓農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策のうち農泊推進型）】

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

農泊をはじめたい

お問い合わせ先

対象となる⽅

⽀援内容

１の事業 ︓地域協議会 等
２のうち➀の事業︓市町村、地域協議会の中核となる法⼈ 等
２のうち②の事業︓地域協議会と農家⺠泊経営者等の連携体

１．農⼭漁村発イノベーション推進事業（農泊推進型）
都市と農⼭漁村との交流や増⼤するインバウンド需要の呼び込みを促進するため、

農泊ビジネス体制の整備や地域資源を活⽤した魅⼒ある観光コンテンツの磨き上げ
及び専⾨⼈材の確保等を⽀援します。
○事業期間 上限２年間
○交付率 定額

（上限︓500万円／年 等）

２．農⼭漁村発イノベーション整備事業（農泊推進型）
農泊を推進するために必要となる施設の整備を⽀援します。

➀古⺠家等を活⽤した滞在施設、⼀棟貸し施設、体験・交流の整備
（施設の新築も⽀援対象に含まれる）
○事業期間 上限２年間
○交付率 １／２（上限2,500万円※ ）

（※ 遊休資産の改修︓上限5,000万円、市町村所有の遊休資産を宿泊施設として改修︓上限1億円）
②地域内で営まれている個別の宿泊施設の改修
（農家⺠泊から農家⺠宿へ転換する場合、促進費が活⽤可能）
○事業期間 １年間
○交付率 １／２（上限︓１経営者あたり1,000万円かつ１地域あたり5,000万円）

「農泊の推進」について︓ https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/nouhakusuishin/nouhaku_top.html

・最寄りの農政局、都道府県、市町村
・農林⽔産省担当課︓農村振興局都市農村交流課予算・活性化Ｇ（03-3502-5946）

地域の⾷材を
活⽤したメニュー作り

廃校を改修した⼤規模滞在施設

インバウンド受⼊のための
体制構築

古⺠家を活⽤した滞在施設

地域資源を活⽤した
体験メニューの開発
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その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

農林畜⽔産物等の販路の開拓を⾏いたい

農林漁業者と流通事業者等が相互にコミュニケーションを取り、新たな取引を始めるきっかけ
作りを応援します。

【事業名︓農林⽔産業流通マッチングナビ「アグリーチ」（まるみえアグリ（農林⽔産「⾒える化」シリーズ））】

お問い合わせ先

対象となる⽅

⽀援内容

特徴

農林漁業者、⽣産者団体、卸売業者、⼩売業者、⾷品製造業者、外⾷事業者 等

農林⽔産業流通マッチングナビ「agreach（アグリーチ）」は、農林漁業者の販路拡⼤を応援します。
具体的には、販売先を探している農林漁業者と、仕⼊先を探している流通事業者や実需者が、相互にニーズやポリシー、

取引条件を詳しく調べ、担当者に簡単にコンタクトできますので、⼿間をかけずに商談を始めることができます。
また、⾃ら⾃慢の商品やサービスを登録し、こだわりをアピールすることができますので、取引先から商談が来ることも期待でき

ます。
※2023年2⽉時点で、1,200以上の⽅にご利⽤いただいています。

農林漁業者が有利な出荷先を⽐較・検討できるシステムです（登録・利⽤は無料）。

・農林⽔産業流通マッチングナビ「アグリーチ」 https://agreach.jp/
・農林⽔産省担当課︓⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品流通課
企画調査班 （TEL︓03-3502-5741）

● 想いが通う取引先を⾒つけたい
取引先のニーズやポリシー、取引条件を詳しく調べられます

● ⼿間をかけずに商談までつなげたい
取引先の担当者に簡単にコンタクトして商談を始められます

● こだわりをアピールしたい
⾃慢の商品やサービスを登録すると取引先からも商談が来ます

農 林 漁 業 者 卸、⼩売、製造、外⾷

登録 → 検索 → ← 検索 ← 登録

販売先の開拓 仕⼊先の開拓

コンタクト!
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⽣産体制の合理化、出荷作業及び流通の合理化を実践したい

その他の⽀援

園芸産地が抱える課題に緊急に対応するとともに、輸⼊野菜の国産への置換え等、我が国
の⾷料安全保障にもつながる産地強化のための取組を⽀援します。

【事業名︓産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち国産シェア拡⼤対策（園芸作物）】

豊作時にも原料野菜の冷凍による⼀時的なストックを
通じた出荷調整が可能となるよう、⽣産性の⾼い⼤型加
⼯施設等の整備に係る経費を⽀援します。

お問い合わせ先
・Ⅰについては、最寄りの都道府県⼜は地⽅農政局
（※北海道にあっては北海道農政事務所、 沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局）

・Ⅱについては、最寄りの地⽅農政局（※ 同上）
・農林⽔産省担当課︓農産局園芸作物課 園芸流通加⼯第１班（TEL:03-3501-4096）

うちⅠの３ 農産局園芸作物課 園芸⽣産第２班（TEL:03-6738-7423）

対象となる⽅

⽀援内容

Ⅰ ⽣産・流通⽀援︓農業協同組合、⽣産者団体等 申込みは最寄りの都道府県へ
Ⅱ ⼤型加⼯施設整備︓地⽅公共団体、農業協同組合、⽣産者団体、⺠間団体等

申込みは農産局または北海道農政事務所、沖縄総合事務局へ

Ⅰ ⽣産・流通⽀援

Ⅱ ⼤型加⼯施設整備

助成単価
補助率︓１/２以内

対象品⽬

野菜

主な⽀援対象

主な⽀援対象

パレタイザー等の導⼊

○物流合理化への⽀援

○産地⽣産基盤パワーアップ事業のうち国産シェア拡⼤対策（園芸作物）

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

○冷凍施設整備への⽀援

１ 出荷作業合理化実践⽀援 ２ ⽣産体制合理化実践推進⽀援

３ 新素材活⽤⽣産資材の導⼊

トラック輸送の軽労化を図るため、11パレットに対応可能な
段ボールへの変更に必要な施設改良、パレタイザー等の導
⼊に係る経費を⽀援します。

⼤型加⼯施設の整備

実需者との契約栽培の拡⼤のため、機械化⼀貫体系に
よる省⼒化・低コスト化を図る農業⽤機械、予冷・貯蔵
庫等のリース導⼊を⽀援します。

助成単価
補助率︓１/２以内

対象品⽬
野菜、果樹、いも類
（でんぷん）原料⽤
かんしょは除く。）

主な⽀援対象

⽣分解性マルチへの転換

○新素材活⽤への⽀援

助成単価
⽣分解性マルチ:
定額（１/２相当）
導⼊効果等の情報発信:
定額

対象品⽬
野菜、いも類（でん
ぷん原料⽤かんしょは
除く。）

⽣分解性マルチへの転換により省⼒化・低コスト化を推進
するため、⽣分解性マルチの購⼊費の⼀部⽀援、同資材
の普及・定着に向けた取組を⽀援します。

作物収穫後にすき込み

畝⽴同時施肥機

○機械化⼀貫体系への⽀援主な⽀援対象

全⾃動移植機 収穫機

助成単価

補助率︓１/２以内

対象品⽬

野菜

77



131

78

その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

肥料や農薬等の農業資材の調達を⾒直したい
安くてサービスのいい資材販売事業者を探したい

農林漁業者と流通事業者等が相互にコミュニケーションを取り、新たな取引を始めるきっかけ
作りを応援します。

【事業名︓農林⽔産業流通マッチングナビ「アグリーチ」（まるみえアグリ（農林⽔産「⾒える化」シリーズ））】

お問い合わせ先

特徴

農業者、資材販売事業者 等

農業資材⽐較サービス「AGMIRU」は、農業資材の希望条件を登録すると、複数の販売店より様々な条件で⾒積を受け
ることができるサービスです。農業資材の特性や特徴、アフターケアや保証内容を含む⾒積提案を⽐較し、農業事業者に最
適な資材を探すことができます。

○ 登録・利⽤は無料です。
○ これまでお付き合いのない資材販売事業者とも商談できます。
○ 価格だけでなく、⽀払・配送条件、アフターサービス等につい
ても、⽐較・検討できます。

○ さらに全国の農業者と事例や悩みを共有・相談できるコミュ
ニティ機能などが利⽤可能です。

・農林⽔産省担当課︓農産局技術普及課⽣産資材対策室 03-6744-2182

対象となる⽅

内容

AGMIRUの登録・利⽤はこちらから

https://agmiru.com/
※ 運営企業はSBテクノロジー／リデン

株式会社になります。
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その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

研究成果や研究者の情報を⼿軽に⼊⼿したい

研究成果、研究者情報を⼿軽に⼊⼿できるWebシステムです。
現場での問題解決や新しいチャレンジを⽀援します。

【 農業研究⾒える化システム「アグリサーチャー」（まるみえアグリ（農林⽔産「⾒える化」シリーズ）） 】

お問い合わせ先

対象となる⽅

⽀援内容

特徴

農林⽔産省担当課︓農林⽔産技術会議事務局研究企画課 情報調査班 03-3501-9886

農業者、農業関係者、⾷品事業者 等 皆様の「知りたい」こと
お⼿伝いします︕︕

PC、スマートフォン、タブレットに対応し、いつでもどこでも⼿軽に検索できます。

国⽴研究開発法⼈と都道府県試験場の農林⽔産業における
研究成果情報（約３万件）をご覧になれます。

リサチャん

「新しい品種や⽣産技術にチャレンジしたい」
「今の仕事をもっと機械化、省⼒化できないか︖」
「化学農薬に替わる安全な防除⽅法や天敵利⽤を知りたい」
といったご要望はありませんか︖

農業研究⾒える化システム「アグリサーチャー」が
変わります。（令和5年3⽉下旬予定）
https://agresearcher.maff.go.jp/
「お気に⼊り」や「ブックマーク」の登録・変更をお願いします。

研究者への問合せをサポートします。

お問い合わせ先

〈問い合わせフォーム〉〈検索結果イメージ〉

➡「作物」「⽣産技術」等のカテゴリーやフリーワードで、⽬的の研究を
検索できます。新しい研究成果も随時更新しています︕

「有機農業」が
検索カテゴリに加わりました
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（国の⽀援事業）
◆ 強い農業づくり総合⽀援交付⾦のうち産地基幹施設等⽀援タイプ
◆ 機構集積協⼒⾦交付事業のうち地域集積協⼒⾦交付事業
◆ 農業農村整備関係事業
◆ 集落営農活性化プロジェクト促進事業
◆ 持続的⽣産強化対策事業のうち果樹農業⽣産⼒増強総合対策
◆ 持続的⽣産強化対策事業のうち茶・薬⽤作物等地域特産作物体制強化促進
◆ みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦のうちバイオマス地産地消施設整備
◆ 農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策等）

31番 53ページへ
２番 ７ページへ
５番 16ページへ
21番 43ページへ
43番 72ページへ
49番 79ページへ

10番30ページ、
58番99ページ

（国の⽀援事業）
◆ 多⾯的機能⽀払交付⾦
◆ 環境保全型農業直接⽀払交付⾦
◆ ⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦のうち整備事業

（侵⼊防⽌柵、処理加⼯施設等）
◆ 畜産⽣産⼒・⽣産体制強化対策事業のうち国産飼料資源⽣産利⽤拡⼤

対策（放牧活⽤型持続的畜産⽣産推進）
◆ 森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦

２．多様で豊かな農業と美しく活⼒ある農⼭村の実現に向けた⽀援（優先枠、制度拡充等）
中⼭間地域の特⾊をいかした農業や、観光、福祉、教育等と連携した都市農村交流や農村への移住・定住に向けた取

組を推進します。

80

その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

中⼭間地の特⾊を活かした経営を展開したい

中⼭間地の特⾊をいかした多様な取組に対し、各種⽀援事業における優先枠の設定や制
度の拡充等により後押しすることで、中⼭間地農業を元気にします。

【事業名︓中⼭間地農業ルネッサンス事業】

地域の共同活動を⽀援する多⾯的機能⽀払交付⾦等による取組を推進し、兼業農家も含めた⼩規模な農業者も地
域の重要な⼀員として⽀援します。

３．地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承（優先枠、制度拡充等）

63番 113ページへ
62番 111ページへ
64番 115ページへ

３番 10ページへ

お問い合わせ先

⽀援内容
中⼭間地農業ルネッサンス事業の取組に係る国の指針に則して、複数の市町村単位等で中⼭間地農業の振

興を図る地域別農業振興計画を都道府県が策定し、この計画に基づき⽀援事業の優先採択等を⾏います。

・最寄りの市町村、都道府県
・農林⽔産省担当課︓農村振興局地域振興課中⼭間地域・⽇本型直接⽀払室事業指導班 （TEL︓03-3501-8359）

１．農⼭漁村振興交付⾦（中⼭間地農業推進対策）（補助率︓定額）
地域別農業振興計画に基づき、収益⼒向上、販売⼒強化、⽣活⽀援等に関する具体的な取組、複数の農村集落の

機能を補完する「農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）」の形成、デジタル技術の導⼊・定着を⽀援します。

※ 各⽀援事業において制度拡充により優遇措置が設けられています。詳しくは、お問い合わせ下さい。
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その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

農業経営に関する情報をタイムリーに知りたい

【Facebookページ「農⽔省・農業経営者net」 等】
農業者の皆様向けにSNSやメールを通じて農林⽔産省から直接情報をお届けします。

お問い合わせ先
・農林⽔産省担当課︓
（MAFFアプリ）⼤⾂官房政策課（TEL︓03-3502-8448）
（facebook、メルマガ）経営局経営政策課担い⼿総合対策室経営情報班

（TEL︓03-3502-6444）

定期的なメール配信で農業経営に関する事業のご紹介、各種関連イベント情報のご案内、
好取組事例のご紹介等、農業経営者の皆様に役⽴つ情報をお知らせしています。是⾮ご登録ください︕
▼配信登録はこちらからお願いいたします。
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_hyousyou/hyousyou_merumaga.html

農業担い手メールマガジン

https://www.facebook.com/nogyokeiei

農業経営の現場で
役立つ情報を

タイムリーにお届け！

農業者と農林水産省をつなぐ

新たなコミュニケーションツール

農業に役立つ情報が直接届く。

現場の情報を直接届ける。

ＭＡＦＦアプリ

ｆ
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その他の⽀援

新認 地域 出融資集落営農法⼈ 補助⾦等個⼈ その他認 税制

農作業の受託や機械のシェアリング（共同利⽤）等の農
業⽀援サービス事業を新たに⽴ち上げたい

農業者がサービスを活⽤できる環境の整備に向けて、作業受託や機械のシェアリング等
を⾏う農業⽀援サービス事業の育成・普及を⽀援します。

お問い合わせ先
・農林⽔産省担当課︓農産局技術普及課農業⽀援サービスユニット 03-6744-2218

農業⽀援サービス事業とは

農業⽀援サービス関係情報

【農業現場の課題に対応した農業⽀援サービス事業のイメージ】

作業期に応じた⼈材派遣 データ分析/農機のシェアリングドローン防除等の作業受託

A産地
B産地

C産地（労働⼒の安定確保や作業の外部化）

・ 農業現場の厳しい⼈⼿不⾜
（特にピーク時の臨時雇⽤）

・ 収量・品質の低下
・ スマート農機導⼊コスト

課
題

課
題

１．農業⽀援サービス関連施策パンフレット
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/smart/nougyousien.html

２．農業⽀援サービス関係情報（補助⾦、融資など）
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html

【農業⽀援サービス事業のイメージ】
〇農作業の代⾏

防除や収穫などの農作業を受託
し、農業者の作業の負担を軽減

〇機械のシェアリング

農機のシェアリング等により、
導⼊・利⽤コストを低減

〇⼈材派遣

作業者を必要とする
現場に、⼈材を派遣

〇データ分析

⽣育状況等のデータを分
析し農業経営をサポート
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農政に関する相談や事業や制度についての質問がしたい

【農林⽔産省 地⽅参事官ホットライン】

農業者・消費者・⾏政関係者の皆様からの、農政に関するご相談、事業や制度
へのご質問などを受け付けています。

都道府県 県域拠点 電話番号 メールフォームでのお問合せURL

北海道

札幌地域拠点 011-330-8821 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokkaido/form/sapporo/hotli
ne/new_hotline.html

函館地域拠点 0138-26-7800 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokkaido/form/hakodate/hot
line/new_hotline.html

旭川地域拠点 0166-30-9300 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokkaido/form/asahikawa/h
otline/new_hotline.html

釧路地域拠点 0154-23-4401 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokkaido/form/kushiro/hotli
ne/new_hotline.html

帯広地域拠点 0155-24-2401 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokkaido/form/obihiro/hotlin
e/new_hotline.html

北⾒地域拠点 0157-23-4171 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokkaido/form/kitami/hotline
/new_hotline.html

⻘森県 ⻘森県拠点 017-775-2151 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/toiawase_ao.ht
ml

岩⼿県 岩⼿県拠点 019-624-1125 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/toiawase_iw.ht
ml

宮城県 宮城県拠点 022-266-8778 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/toiawase_mi.ht
ml

秋⽥県 秋⽥県拠点 018-862-5611 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/toiawase_ak.ht
ml

⼭形県 ⼭形県拠点 023-622-7231 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/toiawase_ya.ht
ml

福島県 福島県拠点 024-534-4142 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tohoku/form/toiawase_fu.ht
ml

茨城県 茨城県拠点 029-221-2184 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/ibaraki/28hotline
ibaraki.html

栃⽊県 栃⽊県拠点 028-633-3114 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/tochigi/28hotline
tochigi.html

群⾺県 群⾺県拠点 027-221-1827 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/gunma/28hotlin
egunma.html

埼⽟県 埼⽟県拠点 048-740-5835 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/saitama/28hotlin
esaitama.html

千葉県 千葉県拠点 043-224-5611 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/chiba/28hotlinec
hiba.html

東京都 東京都拠点 03-5144-5253 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/tokyo/28hotlinet
okyo.html

神奈川県 神奈川県拠点 045-211-0584 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/kanagawa/28hot
linekanagawa.html

新潟県 新潟県拠点 025-228-5216 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/n_soudan_m
adoguti.html

富⼭県 富⼭県拠点 076-441-9305 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/t_soudan_ma
doguti.html

○農林⽔産省では、全国の県域拠点に、農政を伝え、現場の声を汲み上げ、ともに解決する地⽅参事官を配
置しています。
○農業者・消費者・⾏政関係者の皆様からの、農政に関するご相談、事業や制度へのご質問などを受け付け
ています。

対応時間 平⽇ 9時00分〜17時00分
(注︓⼤規模災害発⽣時は、農林⽔産省Webサイトで公開する各種災害に関する情報ページに、相談窓⼝として該当
県域拠点の電話番号と対応時間が掲載されます。また、相談内容を正確に把握するため、通話内容を録⾳させていただ
くことがあります。)

お問い合わせ先
（お住まいの都道府県の拠点へお電話もしくはURLからアクセスして、メールにてお問い合わせください。）
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tpp/toiawase.html
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都道府県 県域拠点 電話番号 メールフォームでのお問合せURL

⽯川県 ⽯川県拠点 076-241-3154 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/i_soudan_ma
doguti.html

福井県 福井県拠点 0776-30-1611 https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/f_soudan_ma
doguti.html

⼭梨県 ⼭梨県拠点 055-254-6055 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/yamanashi/28ho
tlineyamanashi.html

⻑野県 ⻑野県拠点 026-233-2500 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/nagano/28hotlin
enagano.html

岐⾩県 岐⾩県拠点 058-271-4044 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tokai/form/kikaku/161206_0
2.html

静岡県 静岡県拠点 054-246-6211 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kanto/form/shizuoka/28hotli
neshizuoka.html

愛知県 愛知県拠点 052-763-4492 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tokai/form/kikaku/161206_0
1.html

三重県 三重県拠点 059-228-3151 https://www.contactus.maff.go.jp/j/tokai/form/kikaku/161206_0
3.html

滋賀県 滋賀県拠点 077-522-4261 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/hotline_shiga281
2.html

京都府 京都府拠点 075-414-9015 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/4a24.html

⼤阪府 ⼤阪府拠点 06-6941-9658 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/161215.html

兵庫県 兵庫県拠点 078-331-5924 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/3133.html

奈良県 奈良県拠点 0742-32-1870 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/b62a.html

和歌⼭県 和歌⼭県拠点 073-436-3831 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/20161212.html

⿃取県 ⿃取県拠点 0857-22-3131 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_1.html

島根県 島根県拠点 0852-24-7311 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_2.html

岡⼭県 岡⼭県拠点 086-899-8610 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_3.html

広島県 広島県拠点 082-228-9676 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_4.html

⼭⼝県 ⼭⼝県拠点 083-922-5412 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_5.html

徳島県 徳島県拠点 088-622-6131 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_6.html

⾹川県 ⾹川県拠点 087-883-6500 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161205.html

愛媛県 愛媛県拠点 089-932-1177 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_8.html

⾼知県 ⾼知県拠点 088-875-7236 https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/161211_9.html

福岡県 福岡県拠点 092-281-8261 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281212-1.html

佐賀県 佐賀県拠点 0952-23-3131 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281212-2.html

⻑崎県 ⻑崎県拠点 095-845-7121 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281212-3.html

熊本県 熊本県拠点 096-300-6020 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281212.html

⼤分県 ⼤分県拠点 097-532-6131 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281212-4.html

宮崎県 宮崎県拠点 0985-22-5919 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281212-5.html

⿅児島県 ⿅児島県拠点 099-222-5840 https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/281212-6.html

沖縄県 内閣府沖縄総合事務局
農林⽔産部農政課 098-866-1627 https://www.ogb.go.jp/nousui/mail_form/mail_nousui


